
第４次大野城市人権教育・啓発基本指針（案）
及び実施計画（案）について

市民生活部 人権男女共同参画課

１ 基本指針及び実施計画の概要

（１）基本指針・実施計画の位置づけ

※令和６年度に実施した「市民意識調査」の結果を踏まえ策定
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１ 基本指針及び実施計画の概要

（２）計画期間

令和８年度～令和１２年度（５年間）

R7年度

進捗管理

R8年度

進捗管理

R9年度

進捗管理

R10年度

進捗管理

市民意識
調査

R11年度

進捗管理

次期指
針・計画

策定

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

１ 基本指針及び実施計画の概要

（３）指針の構成

推進体制等

１ あらゆる場における人権教育・啓発の推進
２ 人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進

１ 同和問題
２ 女性に関する問題
３ 子どもに関する問題
４ 高齢者に関する問題
５ 障害のある人に関する問題
６ 外国人に関する問題
７ インターネットによる人権侵害
８ 働く人に関する問題
９ 様々な人権問題

はじめに

総合的施策の推進

分野別施策の推進
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１ 基本指針及び実施計画の概要

（４）計画の構成

分野別施策

目標値

実施計画の概要

総合的施策
１ あらゆる場における人権教育・啓発の推進
２ 人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進

１ 同和問題 ６ 外国人に関する問題
２ 女性に関する問題 ７ インターネットによる人権侵害
３ 子どもに関する問題 ８ 働く人に関する問題
４ 高齢者に関する問題 ９ 様々な人権問題
５ 障害のある人に関する問題

１ 設定目的
２ 目標値の設定方法
３ 目標値
４ 全体の目標値（市民意識調査により事業効果を確認）

２ 第４次指針・計画における課題

（１）市⺠の⼈権問題に対する意識の低下
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（図１）人権問題にどの程度関心があるか

非常に関心がある 多少関心がある あまり関心がない 関心がない 未回答
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２ 第４次指針・計画における課題

（２）研修会等への参加者の減少
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（図２）人権問題についての研修会などへの参加状況

コミュニティ別人権・同和問題研修会 社会を明るくする運動 大野城市民大会

人権をまなぶ講座 人権週間事業（講演会・映画上映会など）

職場やＰＴＡなどが主催する研修会や講演会 その他の県や他市町村が主催する研修会

研修会や講演会に参加したことがない 未回答

２ 第４次指針・計画における課題

（３）第４次指針の特徴

①裁判例（2023(令和５)年５月東京高裁）により⼈格権
の一つとして位置づけられた「差別されない権利」の
概念を市⺠に浸透させる。

②差別、虐待、暴力、いじめのほか、「ハラスメント」
も解決しなければならない⼈権侵害と位置付ける。
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２ 第４次指針・計画における課題

（４）全体の目標値の設定
令和６年度市民意識調査

実績値
令和11年度市民意識調査

目標値

①人権が尊重されている社会であると実感してい
る市民の割合

69.50% 80.00%

②人権問題に関心がある市民の割合 71.70% 80.00%

③人権問題についての研修会等に参加したことが
ある市民の割合

27.10% 40.00%

④これから人権問題について学習しようと考える
市民の割合

31.40% 40.00%

３ 今後のスケジュール

令和７年

11月 「総合教育会議」意見聴取

12月
「人権政策審議会」（大野城市人権政策審議会
設置条例）意見聴取

令和８年

２月
パブリック・コメントの実施

３月

４月 完成
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